
宇都宮短期大学における公的研究費等の運営・管理体制 
                         【 責任体制 】       【 調査・懲戒 】   【 相談・通報窓口 】 

 

 

 

 【 推進体制 】 

 
                     報告・指示 

 

 

 
          報告   指示 

 

 
                           連絡調整 

 

 

 
       相談・報告   指示 

   

 

公的資金管理室 

 
 
 
 
 

 
不正防止計画の推進を担当。 
不正防止計画の策定を受け 
実施状況の進捗管理を行う。 

 
 
 
 
通報、監査の指
摘を受け事案の
調査を開始。調
査完了後は学
長へ報告。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              通報 

 
              通知 

 

 

 

 
              相談 

 

         
      回答 

室 長 
〈 副学長 〉 

最高管理責任者 
〈 学 長 〉 

機関全体の統括、管理
運営についての最高責

任を負う。不正防止計
画の策定に当たっての
最終責任者 

 
教 職 員 

統括管理責任者 
〈 副学長 〉 

最高管理責任者を補佐
し、実質的な管理・運営

に当たっての管理監督・
指導を行う。 

不利益処分 
  審 査 
 
学長の付託
により不利
益処分の審
査を行い、
報告。 
 
【調査・懲戒】
手続きは「宇
都宮短期大
学における研
究活動の不
正への対応
に 関 す る 要
項」に基づき
行う。 
 

調査委員会 

    事務局長 

 
通報・告発 
窓口･･･ 

〈事務局〉 
責任者：事務

局課長 

事務手続き・
使用ルール
についての
窓口 
 

〈事務局〉 
責任者：事務

局課長 
 

機 

関 

内 

外 

公的研究費等にかかる機関内外
との連絡調整窓口について、学内
外に広く周知される体制を構築。 

 

指示 

実態の把握・検証・

進捗管理 
 

モニタリング 


